
公共政策学教育部専門職学位課程

学 生 募 集 要 項

（公共政策大学院）

（春季一般選考）
（春季外国人留学生特別選考）

北海道大学大学院

令和８（2026）年度入学者用

出　願　期　間
令和７（2025）年12月８日（月）～12月10日（水）

R8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【春季一般選考】 

 

北海道大学大学院公共政策学教育部 

専門職学位課程（公共政策大学院）学生募集要項 

【春季一般選考】 

 

 令和８(2026)年度本教育部の入学者選考試験を下記により実施する。 

 

                          （〒060-0809） 札幌市北区北９条西７丁目 

北海道大学大学院公共政策学教育部 

 

アアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー  

北海道大学大学院公共政策学教育部は、次世代を担う政策専門家・政策プロフェッショナルにふさわ

しい高度な専門性と幅広い視野、そして長期的な視点に基づいた総合的判断力を身につけた職業人の養

成を教育理念とする。この理念にもとづき、本教育部では、公共政策における公共的価値と個別的利益、

公正と効率の調和の実現を学ぶ「公共経営コース」、国内外の諸政策の政策課題をとらえ、グローバル

な文脈をふまえて国際的公共秩序を展望する「国際政策コース」、多様なプロジェクトの推進や評価、

危機管理にかかわる技術政策のエキスパートを育成する「技術政策コース」の３つのコースを併設して

いる。 

本教育部の学生には、公共政策に関する学修・研究を遂行するうえで前提となる法学・政治学・経済

学・工学などの関連諸専門分野に関する基礎的学識を備えるとともに、次世代を担う政策専門家を目指

すにふさわしい素養を備えていることを期待し、加えて社会人学生には広く公共政策に関わる社会経験

を通じて培われた明確な問題意識を、また外国人留学生には十分な日本語能力を備えていることを、そ

れぞれ期待する。 

教育内容を確実に修得させるため、入試制度においては、各コースで学ぶにふさわしい①基礎的な教

養と社会問題に対する鋭敏な感性、②公共政策の実現に必要な分析力、思考力及び表現力などの能力、

③継続的な教育に耐えうる知的素養・忍耐力を備えた人材を選抜する。また、選抜に当たっては、公共

政策にかかる専門職業人への多様な社会的ニーズに鑑み、客観性・公平性・透明性という諸要素に加え、

さらに地域社会や国際社会への開放性や多様な人材確保の可能性にも配慮する。 

（本大学院ホームページより https://www.hops.hokudai.ac.jp/admission/policy/） 

 

１１．．募募  集集  人人  員員  

専門職学位課程 

公共政策学専攻  若干名 

 

２２．．出出  願願  資資  格格  

次の各号の一に該当する者 

(1) 大学を卒業した者又は令和８(2026)年３月までに卒業見込みの者 

(2) 文部科学大臣の指定した者（昭和28(1953)年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設

置法・組織令による大学校を卒業した者等） 

(3) 大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者又は令和８(2026)年３月までに授与される

見込みの者 

(4) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者又は令和８(2026)年３月までに修了見込

みの者 

(5)  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における16年の課程を修了した者又は令和８(2026)年３月までに修了見込みの者 

(6) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了
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【春季一般選考】 

 

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者又は令和８(2026)年３月

までに修了見込みの者 

(7) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学

校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及

び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおい

て課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者又は令和８

(2026)３月までに授与される見込みの者 

 (8) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者又

は令和８(2026)年３月までに修了見込みの者 

※※(9) 令和８(2026)年３月31日までに、大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年

の課程、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における15年の課程若しくは我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国

の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

を修了し、本教育部において、本学における所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者 

※※注) 上記(9)に該当する者には、いわゆる「飛び級」による入学を希望する者が含まれるが、

いわゆる「飛び級」は、卒業見込みではない。従って、４．に定める資格審査を受ける必

要がある。 

※※(10) 本教育部において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、22歳に達した者又は令和８(2026)年４月１日までに22歳に達する者 

※※注) 上記(10)に該当する者とは、高等専門学校・短期大学の卒業者、専修学校・各種学校の

卒業者、外国大学日本分校・外国人学校の卒業者など大学卒業資格を有していない者（こ

れらの学校等に進学しない高等学校の卒業者を含む。）である。 

 

３３．．願願  書書  受受  理理  期期  間間  

令令和和７７((22002255))年年１１２２月月８８日日((月月))～～１１２２月月１１００日日((水水))    

注）必ず郵送とすること。１２月１０日の消印有効とし１２月１１日以降の消印の出願書類は受理し

ない。また、海外から郵送する場合は１２月１０日までに必着とする。 

  

４４．．資資  格格  審審  査査  

前記出願資格のうち、(9)又は(10)により出願しようとする者に対しては、13頁の「出願資格審査要項」

により個別に出願資格審査を行う。（出願資格審査は無料なので、申請に当たっては検定料を納付しな

いこと。） 

  

５５．．出出  願願  手手  続続  

  入学志願者は次の書類を取揃え、本教育部所定の封筒に入れ、必ず「速達特定記録」扱いにし、余裕

を持って発送すること。なお、直接持参しても受理しない。 

(1) 入学願書 … 本教育部所定の用紙によること。 

(2) 写真３葉 … 出願前３か月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽像のものを入学願書・受

験票・写真票の所定箇所に貼付のこと。 

(3) 成績証明書… 在籍又は出身大学（学部）長作成のもの。大学院へ進学した者は院のものも提出。 

(4) 学修成果を示す書類…TOEFL等の英語能力に関する試験の成績又は漢語水平考試、実用中国語検定

試験などの成績、その他外国語の検定試験の成績、国家公務員採用試験（Ⅰ種試験

2



【春季一般選考】 

 

又は総合職試験）ほか各種公務員試験合格、国家資格、学位等、自らの学修の成果

を示す書類があれば提出することを認める。 

なお、「国際政策コース」志願者は、TOEFL等の英語能力に関する試験の成績の点

数を記載して成績証明書のコピーを添付することが、望ましい。 

※注）TOEFL等の英語能力に関する試験の成績とは、以下のａ）からｄ）のいずれかに該当するも

のとする。また、以下の成績は、いずれも令和５(2023)年４月１日以降の受験日にかかるも

のとする。 

ａ）TOEFL  

ｂ）TOEIC 

ｃ）英検 

ｄ）国連英検 

(5) 志望理由書… 所定の様式にしたがって志願者自身が作成した2,000字程度のもの。 

(6) 卒業（修了）証明書（卒業（修了）見込証明書）又は学位授与証明書（学位授与見込証明書）等 

… 卒業（修了）証明書等については、最終出身学校のみでよい。卒業（修了）証明書 

  等は原本を提出すること（写しによる提出は不可）。 

なお、中華人民共和国(香港、マカオを除く)の大学の場合は以下【注】によること。 

【注】中華人民共和国(香港、マカオを除く)の大学を卒業又は卒業見込の者は、卒業（見込）証明書

に加えて、以下の書類の英文版を提出すること。  

ⅰ既卒者 a. Online Verification Report of Higher Education Qualification Certificate 

（教育部学历证书电子注册备案表） 

     b.卒業証書（毕业证书）及び学位証書（学位证书） 

     ⅱ卒業見込者 a Online Verification Report of Student Record（教育部学籍在线验证报告） 

※上記のうち、a は 中華人民共和国教育部認証システム（中国高等教育学历证书查询 

 http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp）より取得すること。 

また、提出時点でWeb認証の有効期限が15日以上残っていることを確認すること。 

※ b のみ写しによる提出が可能。 

(7) 受験票・写真票・宛名票… 本教育部所定の用紙によること。 

(8) 返信用封筒２通… 受験票送付用及び合否通知用。 

定形封筒 [23.5×12㎝] にあて先を明記し、410円分の切手を貼付のこと。 

(9) 検 定 料 ３３００，，００００００円円 

① 別添の「払込書」の※印欄に、志願者（本人）の住所・氏名（漢字、ﾌﾘｶﾞﾅ）・電話番号を黒のボ

ールペンで正確に記入して郵便局（ゆうちょ銀行）・銀行の窓口で振り込むこと。 

【ＡＴＭは使用不可】 

② 振込手数料は振込者の負担となる。 

③ 「振替払込請求書兼受領書(D)」及び「検定料受付証明書(E)」を郵便局（ゆうちょ銀行）・銀行

の窓口から受け取る際には、必ず「日附印」を確認すること。「日附印」が押印されていないと願

書は受理しない。 

④ 「日附印」が押印された「検定料受付証明書(E)」を検定料受付証明書台紙の所定の欄に貼り付け

て提出すること。「振替払込請求書兼受領書(D)」は本人の控えとして大切に保管すること。 

⑤ 検定料は、普通為替や現金では受理できないので必ず郵便局（ゆうちょ銀行）・銀行の窓口で振

り込みの手続きをすること。 

(10) 国籍を証明する書類…外国籍の者は在留カードの写し又はパスポートの写し（本人の氏名、生年

月日、性別を表示するページ及び日本国査証のページ） 

 

６６．．選選  考考  方方  法法  

出願時の提出書類（入学願書・学修成果・志望理由書等）の評価及び学力試験（筆記試験及び口述試

験）の結果を総合して、上位の得点者から所定の受入数に則して合格者を決定する。 
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【春季一般選考】 

 

 (1) 筆記試験（専門科目試験） 

  ア 令令和和８８((22002266))年年１１月月２２４４日日（（土土））午午前前９９時時３３００分分かからら午午後後００時時３３００分分ままででのの３３時時間間で行う。  

イ 下記の「科目試験区分（Ａ～Ｆ）」から１区分を選択し、受験する。 

ウ 各専門科目の出題範囲は本教育部ホームページで確認すること。 

 

「「科科目目試試験験区区分分表表」」 

科目試験区分 専門科目（２科目） 

  Ａ 法律 

  Ｂ 行政 

  Ｃ 政治 

 

  Ｄ 国際関係 

  Ｅ 経済 

  Ｆ 工学 

  行政法（必須）、民法又は国際法（いずれかを選択） 

  政治学（行政学を含む）、行政法 

  政治学（行政学を含む）（必須）、国際政治又は統計学（いずれかを選

択） 

  国際法、国際政治 

  マクロ経済学、ミクロ経済学 

  統計学（必須）、社会資本政策学又は環境工学（いずれかを選択） 

 注１．Ａ、Ｂ、Ｄを選択する者は、次のものの持ち込みを認める。 

Ａ、Ｂを選択する者：書き込みのない下記の六法（１冊） 

ポケット六法（有斐閣）、デイリー六法（三省堂） 

なお、上記以外の六法は、使用不可とする。 

Ａ、Ｄを選択する者：書き込みのない「国際条約集（有斐閣）」（１冊） 

   ２．辞書、電子辞書及び電卓の持ち込みは認めない。 

  ３．文字、記号、矢印、傍線、マーカーによる着色等がある場合、すべて原則書き込みがあると 

みなす。 

  

(2) 口述試験 

令令和和８８((22002266))年年１１月月２２４４日日（（土土））  午午後後１１時時３３００分分かからら  

  

※※一一般般選選考考のの口口述述試試験験はは、、外外国国人人留留学学生生特特別別選選考考ととはは異異ななりり、、日日本本国国籍籍のの有有無無ににかかかかわわららずず、、我我がが  

国国のの大大学学をを卒卒業業ししたた者者又又はは卒卒業業見見込込みみのの者者とと同同程程度度のの日日本本語語能能力力をを備備ええてていいるるここととをを前前提提にに行行わわれれ  

るるここととにに予予めめ留留意意すするるこことと。。  

 

７７．．試試  験験  場場  所所  

札幌市北区北９条西７丁目   北海道大学大学院法学研究科・法学部 

  

８８．．合合  格格  者者  発発  表表  

令令和和８８((22002266))年年２２月月２２日日（（月月））  午午前前１１００時時  

法学研究科・法学部事務室前に合格者の受験番号を掲示する。また、受験者には郵送により合否を通

知する。電話による合否の問い合わせには応じない。ただし、２月１１日（水）以降においても郵送に

よる通知が届かない場合に限り、問い合わせに応じる。 

 

９９．．入入  学学  手手  続続  

令令和和８８((22002266))年年３３月月２２日日（（月月））～～３３月月４４日日（（水水））  

入学手続の詳細については、合格者に別途通知する。 

 

1100．．入入学学手手続続時時にに要要すするる経経費費  

入学料   ２８２，０００円（予定額） 

＊ 前期分授業料267,900円（年額535,800円）（予定額）については、合格者が入学後、本学から
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入学者へ「前期分授業料の振込用紙」を送付する。 

＊ 上記の学生納付金は予定額であり、入学時及び在学中に改定が行われた場合においては、改定

時から新たな納付金が適用される。 

  

1111．．試試験験成成績績のの開開示示ににつついいてて  

本教育部では、合格しなかった者に対して受験者本人からの請求に基づき、令和８(2026)年度入試

（春季一般選考）に係る試験成績について、次の要領により開示する。 

・開示内容  

春季一般選考入学試験において合格しなかった者の成績のうち、入学試験別合計点分布のランク 

Ａ＝合格しなかった者のうち成績が上位25％未満の者 

Ｂ＝合格しなかった者のうち成績が上位25％以上50％未満の者 

Ｃ＝合格しなかった者のうち成績が上位50％以上75％未満の者 

Ｄ＝上記以外の者 

・請求手続 

ア 入学試験の受験票及び返信用封筒１通（定形封筒［23.5×12cm］に宛先を明記し、320円分の切

手《特定記録郵便料金を含む》を貼付したもの）を同封し、封筒表書きに「公共政策大学院入学

試験成績開示請求書在中」と明記し、郵便で請求すること。 

イ 請求期限 令和８年２月１２日（木）必着 

【送付先】 〒060-0809 札幌市北区北９条西７丁目 

北海道大学法学研究科・法学部教務担当（公共政策大学院担当） 

  

1122．．そそ  のの  他他  

(1) 入学願書提出時において、「公共経営コース」、「国際政策コース」、「技術政策コース」のいず

れかを選択すること。コースの重複志願は認めない。 

(2) 他の選考との併願は認めない。 

(3) 出願手続後は、書類の変更を認めない。また、提出された書類は一切返還しない。 

(4) 障がい等のために受験上及び修学上の配慮を希望する場合、１１月１３日（木）までに法学研

究科・法学部教務担当（公共政策大学院担当）へ申し出ること。配慮内容については、個別

に相談の上決定する。なお、受験上の一般的な配慮例等については、本学ホームページ 

（https://www.hokudai.ac.jp/admission/gouriteki-hairyo.html）を参照すること。 

(5) 検定料の取り扱いについて 

出願書類を受理した後は、次の場合を除き、いかなる理由があっても払込み済みの検定料は返還

しない。 

  ア 検定料の返還ができる場合 

① 検定料を払い込んだが北海道大学大学院公共政策学教育部専門職学位課程（公共政策大学院）

の出願書類等を提出しなかった場合、又は何らかの理由により出願書類が受理されなかった場

合 

② 検定料を誤って二重に払い込んだ場合 

  イ 返還請求の方法 

     ①返還請求の理由 ②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） ③現住所 ④連絡先電話番号 ⑤返還先の銀行名・支店名

・口座種別・口座番号・口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）を明記した検定料払戻請求書（様式任意）を作成し、必

ず「検定料受付証明書(E)」を添付して、下記送付先へ速やかに郵送すること。 

    払い戻しには相当の日数がかかるので、あらかじめご了承願いたい。   

 

 【送付先】 〒060-0809 札幌市北区北９条西７丁目 

                北海道大学法学研究科・法学部会計担当（公共政策大学院担当） 

    なお、出願が受理されなかった場合については、本学から別途返還に必要な書類を郵送する。 
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北海道大学大学院公共政策学教育部 

専門職学位課程（公共政策大学院）学生募集要項 

【春季外国人留学生特別選考】 
 

 令和８(2026)年度本教育部の入学者選考試験を下記により実施する。 

 

（〒060-0809） 札幌市北区北９条西７丁目 

北海道大学大学院公共政策学教育部 

 

アアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー  

北海道大学大学院公共政策学教育部は、次世代を担う政策専門家・政策プロフェッショナルにふさわ

しい高度な専門性と幅広い視野、そして長期的な視点に基づいた総合的判断力を身につけた職業人の養

成を教育理念とする。この理念にもとづき、本教育部では、公共政策における公共的価値と個別的利益、

公正と効率の調和の実現を学ぶ「公共経営コース」、国内外の諸政策の政策課題をとらえ、グローバル

な文脈をふまえて国際的公共秩序を展望する「国際政策コース」、多様なプロジェクトの推進や評価、

危機管理にかかわる技術政策のエキスパートを育成する「技術政策コース」の３つのコースを併設して

いる。 

本教育部の学生には、公共政策に関する学修・研究を遂行するうえで前提となる法学・政治学・経済学・工学

などの関連諸専門分野に関する基礎的学識を備えるとともに、次世代を担う政策専門家を目指すにふさわしい素

養を備えていることを期待し、加えて社会人学生には広く公共政策に関わる社会経験を通じて培われた明確な問

題意識を、また外国人留学生には十分な日本語能力を備えていることを、それぞれ期待する。 

教育内容を確実に修得させるため、入試制度においては、各コースで学ぶにふさわしい①基礎的な教

養と社会問題に対する鋭敏な感性、②公共政策の実現に必要な分析力、思考力及び表現力などの能力、

③継続的な教育に耐えうる知的素養・忍耐力を備えた人材を選抜する。また、選抜に当たっては、公共

政策にかかる専門職業人への多様な社会的ニーズに鑑み、客観性・公平性・透明性という諸要素に加え、

さらに地域社会や国際社会への開放性や多様な人材確保の可能性にも配慮する。 

（本大学院ホームページより https://www.hops.hokudai.ac.jp/admission/policy/） 

 

１１．．募募  集集  人人  員員  

専門職学位課程 

公共政策学専攻  若干名 

 

２２．．出出  願願  資資  格格  

日本国籍を有しない者で、次の各号の一に該当する者 

(1) 大学を卒業した者又は令和８(2026)年３月までに卒業見込みの者 

(2) 文部科学大臣の指定した者（昭和28(1953)年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁

設置法・組織令による大学校を卒業した者等） 

(3) 大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者又は令和８(2026)年３月までに授与され

る見込みの者 

(4) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者又は令和８(2026)年３月までに修了見

込みの者 

(5)  外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における16年の課程を修了した者又は令和８(2026)年３月までに修了見込みの者 

(6) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修

了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者又は令和８(2026)

年３月までに修了見込みの者 

(7) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又
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は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が

別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国

の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了する

こと及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたも

のにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者又は

令和８(2026)年３月までに授与される見込みの者 

(8) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

又は令和８(2026)年３月までに修了見込みの者 

※※(9) 令和８(2026)年３月31日までに、大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15

年の課程、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における15年の課程若しくは我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当

該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該

外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了し、本教育部において、本学における所定の単位を優れた成績をもって修得した

と認めた者 

※※注) 上記(9)に該当する者には、いわゆる「飛び級」による入学を希望する者が含まれるが、

いわゆる「飛び級」は、卒業見込みではない。従って、４．に定める資格審査を受ける必

要がある。 

※※(10) 本教育部において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、22歳に達した者又は令和８(2026)年４月１日までに22歳に達する者 

※※注) 上記(10)に該当する者とは、高等専門学校・短期大学の卒業者、専修学校・各種学校の

卒業者、外国大学日本分校・外国人学校の卒業者など大学卒業資格を有していない者（こ

れらの学校等に進学しない高等学校の卒業者を含む。）である。 

  

３３．．願願  書書  受受  理理  期期  間間  

令令和和７７((22002255))年年１１２２月月８８日日((月月))～～１１２２月月１１００日日((水水))    

注）必ず郵送とすること。１２月１０日の消印有効とし１２月１１日以降の消印の出願書類は受理しない。 

また、海外から郵送する場合は１２月１０日までに必着とする。 

  

４４．．資資  格格  審審  査査  

前記出願資格のうち、(9)又は(10)により出願しようとする者に対しては、13頁の「出願資格審査要項」

により個別に出願資格審査を行う。（出願資格審査は無料なので、申請に当たっては検定料を納付しな

いこと。） 

 

５５．．出出  願願  手手  続続  

入学志願者は次の書類を取揃え、本教育部所定の封筒に入れ、必ず「速達特定記録」扱いにし、余裕

を持って発送すること。なお、直接持参しても受理しない。 

(1) 入学願書… 本教育部所定の用紙によること。 

(2) 写真３葉… 出願前３か月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽像のものを入学願書・受

験票・写真票の所定箇所に貼付のこと。 

(3) 成績証明書… 在籍又は出身大学（学部）長作成のもの。日本語又は英語以外の言語による場合は、

日本語又は英語による翻訳を添付すること。なお、可能であれば日本政府又は外国政

府の在外公館等の公的機関による翻訳証明を付すこと。大学院へ進学した者は院のもの

も提出。 

(4) 学修成果を示す書類…TOEFL若しくはTOEICの成績又は漢語水平考試、実用中国語検定試験などの

成績、その他母国語以外の外国語（日本語を含む）の検定試験の成績、各種公務員試

験合格（外国のものを含む）、国家資格等、自らの学修の成果を示す書類があれば提

出することを認める。日本語又は英語以外の言語による場合は、原則として、日本語

又は英語による翻訳を添付すること。なお、可能であれば日本政府又は外国政府の在
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外公館等の公的機関による翻訳証明を付すこと。 

なお、「国際政策コース」志願者は、TOEFL等の英語能力に関する試験の成績の点

数を記載して成績証明書のコピーを添付することが、望ましい。 

※注）TOEFL等の英語能力に関する試験の成績とは、以下のａ）からｄ）のいずれかに該当するも

のとする。また、以下の成績は、いずれも令和５(2023)年４月１日以降の受験日にかかるもの

とする。 

ａ）TOEFL  

ｂ）TOEIC 

ｃ）英検 

ｄ）国連英検 

(5) 志望理由書… 所定の様式にしたがって志願者自身が作成した2,000字程度のもの（日本語による）。 

(6) 卒業（修了）証明書（卒業（修了）見込証明書）又は学位授与証明書（学位授与見込証明書）等 

… 卒業（修了）証明書等については、最終出身学校のみでよい。卒業（見込）証明書等は

原本を提出すること（写しによる提出は不可）。日本語又は英語以外の言語による場合に

は、日本語又は英語による翻訳を添付すること。なお、可能であれば日本政府又は外

国政府の在外公館等の公的機関による翻訳証明を付すこと。 

中華人民共和国(香港、マカオを除く)の大学の場合は以下【注】によること。 

【注】中華人民共和国(香港、マカオを除く)の大学を卒業又は卒業見込の者は、卒業（見込）証明書に加えて、

以下の書類の英文版を提出すること。  

ⅰ既卒者 a. Online Verification Report of Higher Education Qualification Certificate 

（教育部学历证书电子注册备案表） 

     b.卒業証書（毕业证书）及び学位証書（学位证书） 

     ⅱ卒業見込者 a Online Verification Report of Student Record（教育部学籍在线验证报告） 

※上記のうち、a は 中華人民共和国教育部認証システム（中国高等教育学历证书查询 

 http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp）より取得すること。 

また、提出時点でWeb認証の有効期限が15日以上残っていることを確認すること。 

※ b のみ写しによる提出が可能。 

(7) 受験票・写真票・宛名票… 本教育部所定の用紙によること。 

(8) 返信用封筒２通… 受験票送付用及び合否通知用。 

定形封筒 [23.5×12㎝] にあて先を明記し、410円分の切手を貼付のこと。 

(9) 検 定 料 ３３００，，００００００円円 

① 別添の「払込書」の※印欄に、志願者（本人）の住所・氏名（漢字、ﾌﾘｶﾞﾅ）・電話番号を黒のボ

ールペンで正確に記入して郵便局（ゆうちょ銀行）・銀行の窓口で振り込むこと。 

 【ＡＴＭは使用不可】 

② 振込手数料は振込者の負担となる。 

③ 「振替払込請求書兼受領書(D)」及び「検定料受付証明書(E)」を郵便局（ゆうちょ銀行）・銀行

の窓口から受け取る際には、必ず「日附印」を確認すること。「日附印」が押印されていないと願

書は受理しない。 

④ 「日附印」が押印された「検定料受付証明書(E)」を検定料受付証明書台紙の所定の欄に貼り付け

て提出すること。「振替払込請求書兼受領書(D)」は本人の控えとして大切に保管すること。 

⑤ 検定料は、普通為替や現金では受理できないので必ず郵便局（ゆうちょ銀行）・銀行の窓口で振

り込みの手続きをすること。 

※ 国費外国人留学生及び中国政府派遣留学生等は、検定料の納付を要しない場合があるので、事前

に法学研究科・法学部教務担当（公共政策大学院担当）へ問い合わせること。 

(10) 国籍を証明するもの…在留カードの写し又はパスポートの写し（本人の氏名、生年月日、性別を

表示するページ及び日本国査証のページ） 

 

６６．．選選  考考  方方  法法  

出願時の提出書類（入学願書・学修成果・志望理由書等）の評価及び学力試験（筆記試験及び口述試

験）の結果を総合して、上位の得点者から所定の受入数に則して合格者を決定する。 
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 (1) 筆記試験（専門科目の筆記試験及び小論文試験） 

ア 令令和和８８((22002266))年年１１月月２２４４日日（（土土））午午前前９９時時３３００分分かからら午午後後００時時３３００分分ままででのの３３時時間間で行う。 

イ 専門科目の筆記試験は、以下の科目より１科目を出願時に選択し、受験する。専門科目の出題範

囲は本教育部ホームページで確認すること。 

ウ 筆記試験では書き込みのない辞書（語学）の持ち込み可。なお、電子辞書は不可。 

 

 専門科目（１科目を選択）  

行政法、政治学（行政学を含む）、国際政治、国際法、ミクロ経済学、統計学、 

社会資本政策学、環境工学 

注１．行政法、国際法を選択する者は、次のものの持ち込みを認める。 

行政法を選択する者：書き込みのない下記の六法（１冊） 

ポケット六法（有斐閣）、デイリー六法（三省堂） 

なお、上記以外の六法は、使用不可とする。 

国際法を選択する者：書き込みのない「国際条約集（有斐閣）」（１冊） 

２．電卓の持ち込みは認めない。 

３．文字、記号、矢印、傍線、マーカーによる着色等がある場合、すべて原則書き込みがある 

とみなす。 

 

(2) 口口  述述  試試  験験 

令令和和８８((22002266))年年１１月月２２４４日日（（土土））  午午後後１１時時３３００分分かからら  

 

７７．．試試  験験  場場  所所  

札幌市北区北９条西７丁目  北海道大学大学院法学研究科・法学部 

 

８８．．合合  格格  者者  発発  表表  

令令和和８８((22002266))年年２２月月２２日日（（月月））  午午前前１１００時時 

法学研究科・法学部事務室前に合格者の受験番号を掲示する。また、受験者には郵送により合否を通知する。

電話による合否の問い合わせには応じない。ただし、２月１１日（水）以降においても郵送による通知が届かな

い場合に限り、問い合わせに応じる。 

 

９９．．入入  学学  手手  続続  

令令和和８８((22002266))年年３３月月２２日日（（月月））～～３３月月４４日日（（水水））  

入学手続の詳細については、合格者に別途通知する。 

 

1100．．入入学学手手続続時時にに要要すするる経経費費  

入学料   ２８２,０００円（予定額） 

＊ 前期分授業料267,900円（年額535,800円）（予定額）については、合格者が入学後、本学から

入学者へ「前期分授業料の振込用紙」を送付する。 

＊ 上記の学生納付金は予定額であり、入学時及び在学中に改定が行われた場合においては、改定

時から新たな納付金が適用される。 

 

1111．．そそ  のの  他他  

(1) 入学願書提出時において、「公共経営コース」、「国際政策コース」、「技術政策コース」のい

ずれかを選択すること。コースの重複志願は、認めない。 

(2) 他の選考との併願は認めない。 

(3) 出願手続後は、書類の変更を認めない。また、提出された書類は一切返還しない。 

(4) 障がい等のために受験上及び修学上の配慮を希望する場合、１１月１３日（木）までに法学研究科・

法学部教務担当（公共政策大学院担当）へ申し出ること。配慮内容については、個別に相談の上決
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【春季外国人留学生】 

 

定する。なお、受験上の一般的な配慮例等については、本学ホームページ 

（https://www.hokudai.ac.jp/admission/gouriteki-hairyo.html）を参照すること。 

(5) 検定料の取り扱いについて 

出願書類を受理した後は、次の場合を除き、いかなる理由があっても払込み済みの検定料は返

還しない。 

ア 検定料の返還ができる場合 

① 検定料を払い込んだが北海道大学大学院公共政策学教育部専門職学位課程（公共政策大学院）

の出願書類等を提出しなかった場合、又は何らかの理由により出願書類が受理されなかった場合 

② 検定料を誤って二重に払い込んだ場合 

イ 返還請求の方法 

①返還請求の理由、②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③現住所、④連絡先電話番号、⑤返還先の銀行名・支店名

・口座種別・口座番号・口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）を明記した検定料払戻請求書（様式任意）を作成し、必

ず「Ｅ検定料受付証明書」を添付して、下記送付先へ速やかに郵送すること。 

払い戻しには相当の日数がかかるので、あらかじめご了承願いたい。 

 

   【送付先】 〒060-0809 札幌市北区北９条西７丁目 

                北海道大学法学研究科・法学部会計担当（公共政策大学院担当） 

 

    なお、出願が受理されなかった場合については、本学から別途返還に必要な書類を郵送する。 

(6) 外国籍の出願者への留意事項  

①ビザ/在留資格について  

本学で外国人留学生として在籍するには、在留資格「留学」を取得する必要がある。在留資格「留

学」の申請に必要な「在留資格認定証明書」は、申請から発行までに３ヶ月以上かかる場合もあるた

め、あらかじめご了承願いたい。なお、在留資格取得にかかる手続きについては、本学web サイト

（https://intl-student-handbook.oia.hokudai.ac.jp/preparation/visa）を参照すること。  

②安全保障輸出管理について  

本学では「外国為替及び外国貿易法」に基づき「北海道大学安全保障輸出管理規程」を定めて貨物

の輸出、技術の提供（人の受入を含む）について厳格な審査を実施している。規制事項に該当する場

合は、希望する教育が受けられない又は研究が実施できない等の制限がかかる場合がある。安全保障

輸出管理にかかる具体的な規制事項等の詳細については、以下の経済産業省のウェブサイトを参照す

ること。（経済産業省ウェブサイト https://www.meti.go.jp/policy/anpo/） 

  

11



〔資格審査／一般・外国人〕 

 

北海道大学大学院公共政策学教育部専門職学位課程（公共政策大学院） 

出出願願資資格格審審査査要要項項  

【【春春季季一一般般選選考考／／春春季季外外国国人人留留学学生生特特別別選選考考】】  

 

 

  令和８(2026)年度本教育部専門職学位課程へ入学を志願する者のうち、出願資格(9)「令和８(2026)年

３月31日までに、大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程、外国の学校

が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15

年の課程若しくは我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、本教育部において、

本学における所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者」、又は出願資格(10)「本教育部に

おいて、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に

達した者又は令和８(2026)年４月１日までに22歳に達する者」により出願する者の出願資格審査を下記

により実施する。 

 

                            〒060-0809 札幌市北区北９条西７丁目 

                              北海道大学大学院公共政策学教育部 

 

１１．．申申  請請  期期  間間  

  令令和和７７((22002255))年年１１１１月月２２５５日日（（火火））～～１１１１月月２２６６日日（（水水））  

  （受付時間は、８：３０～１６：３０の間とする。郵郵送送にによよるる場場合合もも期期間間内内にに必必着着ののこことと。） 

  

２２．．申申  請請  手手  続続  

  申請者は、次の書類を取揃え、本教育部（受付は北海道大学法学研究科・法学部教務担当）あて提出

すること。 

(1) 入 学 願 書 （資格審査を含む。本教育部所定の用紙によること。） 

(2) 写 真 １ 葉 （出願前３か月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽像のものを、入学願書の

所定の箇所に貼付のこと。） 

(3) 成績証明書 （最終出身学校のみでよい。） 

※日本語又は英語以外の言語による場合は、日本語又は英語による翻訳を添付する

こと。なお、可能であれば日本政府又は外国政府の在外公館等の公的機関による

翻訳証明を付すこと。 

(4) 卒業証明書 （最終出身学校のみでよい。）  

※中途退学者は退学証明書等 

※日本語又は英語以外の言語による場合は、日本語又は英語による翻訳を添付する

こと。なお、可能であれば日本政府又は外国政府の在外公館等の公的機関による

翻訳証明を付すこと。 

中華人民共和国(香港、マカオを除く)の大学の場合は以下【注】によること。 

【注】中華人民共和国(香港、マカオを除く)の大学を卒業又は卒業見込の者は、卒業（見込）証明書

に加えて、以下の書類の英文版を提出すること。  

ⅰ既卒者 a. Online Verification Report of Higher Education Qualification Certificate 

（教育部学历证书电子注册备案表） 
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〔資格審査／一般・外国人〕 

 

     b.卒業証書（毕业证书）及び学位証書（学位证书） 

     ⅱ卒業見込者 a Online Verification Report of Student Record（教育部学籍在线验证报告） 

※上記のうち、a は 中華人民共和国教育部認証システム（中国高等教育学历证书查询 

 http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp）より取得すること。 

また、提出時点でWeb認証の有効期限が15日以上残っていることを確認すること。 

※ b のみ写しによる提出が可能。 

(5) 志願理由についてのレポート（2,000字程度（日本語による）、A4判の用紙を用い様式自由。） 

(6) 著書、論文、報告書、国家資格あるいは語学力等について、自己の能力を証するものがあれば、資

料として提出することを認める。 

※著書、論文、報告書等については、日本語又は英語以外の言語による場合には、

日本語又は英語による要約を添付すること。なお、可能であれば日本政府又は外

国政府の在外公館等の公的機関による翻訳証明を付すこと。 

※国家資格、語学力検定等については、日本語又は英語以外の言語による場合には、

原則として、日本語又は英語による翻訳を添付すること。なお、可能であれば日

本政府又は外国政府の在外公館等の公的機関による翻訳証明を付すこと。 

(7) 返信用封筒１通 （資格審査結果通知用：定形封筒［23.5×12㎝］にあて先を明記し、410円分の

切手を貼付のもの。） 
 

また、出願資格(9)により出願しようとする者のうち、大学に３年以上在学する者については、原則

として、現在在籍する大学において指導教員又はそれに準ずる教員が作成した日本語又は英語による

推薦書もあわせて提出すること。 

 

   ※ 出願資格審査申請に当たっては検定料を納付しないこと。 

 

３３．．出出願願資資格格審審査査のの方方法法  

  提出書類により資格審査を行う。 

  

４４．．出出願願資資格格審審査査のの結結果果  

  審査結果については、１２月３日（水）郵送により行う。電話による審査結果の問い合わせには応じ

ない。ただし、１２月８日（月）以降においても郵送による通知が届かない場合に限り、問い合わせに

応じる。 

   

５５．．そそ  のの  他他  

(1) 資格審査の願書等を郵送する場合は、必必ずず任任意意のの封封筒筒をを使使用用しし「「特特定定記記録録」」郵郵便便ととししたた上上でで、、封封

筒筒表表面面にに「「公公共共政政策策大大学学院院出出願願資資格格審審査査願願書書」」とと朱朱書書ききすること。 

(2) 出願手続後は、書類の変更は認めない。 

 

６６．．専専門門職職学学位位課課程程のの入入学学者者選選考考試試験験のの受受験験ににつついいてて  

  本審査により出願資格を認められた者は、令和８(2026)年１月２４日（土）に行う一般選考又は外国

人留学生特別選考の試験を受験することができる。この選考試験を受験する者は、検定料30,000円を郵

便局（ゆうちょ銀行）・銀行の窓口で振込みの手続をした上で、「検定料受付証明書(E)」を検定料受付

証明書台紙の所定の欄に貼付し、綴じ込みとなっている所定の各書類「志望理由書」及び「受験票・写

真票」、「宛名票」、「返信用封筒」２通（受験票送付用及び合否通知用：定形封筒 [23.5×12㎝] にあ

て先を明記し、410円分の切手を貼付のこと。）とともに本教育部所定の封筒に入れ、願書受理期間の令令

和和７７((22002255))年年１１２２月月８８日日（（月月））かからら１１２２月月１１００日日（（水水））ままででに郵送すること。 

  なお、出願資格を認められた者の上記必要書類の受付は郵送のみとし、窓口に持参しても受付けない

ので注意すること。  
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長 期 履 修 制 度 に つ い て  

 

１１．．長長期期履履修修のの趣趣旨旨 

長期履修制度とは、学生が職業等を有しているなどの事情により、標準修業年限（２年）を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修したい旨を申し出たときは、個別に審査のうえ、そ

の計画的な履修（以下「長期履修」といいます。）を認めることができる制度です。 

 

２２．．長長期期履履修修のの対対象象者者 

次の事由に該当する者で、かつ、当該事由により、学業に専念できないため、課程修了に要する

学修（研究）計画年数を予め長期に設定することを希望する者が申請できます。 

・官公庁、企業等に在職している者（給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。）又は 

自ら事業を行っている者等フルタイムの職業に就いている者 

・アルバイト、パートタイム等の職業に就いている者で、その負担により修学に重大な影響がある者 

・育児、親族の介護等前２項に準ずる負担により、修学に重大な影響がある者 

・視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由その他の障がいを有している者で、その障がいにより長期にわ 

 たり修学に重大な影響がある者 

  

３３．．長長期期履履修修期期間間 

長期履修による修業年限の期間は、専門職学位課程にあっては４年以内で、年を単位として申請

することができます。 

また、長期履修を認められた学生が在学できる年限は、認められた長期履修期間に２年を加えた

期間までです。 

なお、教育部において休学を許可することができる期間は、長期履修学生も標準修業年限の学生

と同じく２年間までです。 

 

４４．．長長期期履履修修のの手手続続きき等等 

（１）申請期限    ： 申請期限等詳細については、合格後に問い合わせてください。 

（２）提出書類等   ： ① 長期履修申請書 

 ② 長期履修計画書 

 ③ 長期履修が必要であることを証明する書類等 

（３）審査結果の通知 ： 審査結果については、申請者あてに通知します。 

 

５５．．長長期期履履修修期期間間のの短短縮縮又又はは延延長長 

本教育部において必要と認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を、いずれか１回に限り認

めることができます。ただし、長期履修期間の短縮を申請することのできる期間は、修業年限（２

年）に１年を加えた期間までです。また、短縮の申請は変更後の修了年度の前年度にしなければな

りません。延長の申請は最終学年に行うことができません。 

     

６６．．授授業業料料のの取取扱扱いい 

長期履修が認められた者の授業料は、標準修業年限に納付すべき授業料の額（年額×２年）を長

期履修が認められた年数で除した額を年額として決定します。なお、授業料の改定又は長期履修期

間の変更が許可された場合等は、その都度再計算します。ただし、納入済みの授業料を遡って返還

することはできません。 
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奨学金制度について 

 
 

本教育部では、入学試験成績優秀者（成績優秀者特別免除制度を除く）、在学中の学業

成績優秀者及び国内外で自己研鑽に励む学生等を対象に、経済面からの就学環境整備を図

るため、以下のとおり独自の給付型奨学金制度（返還不要）を設けています。 

 

 

１ HOPS奨学金 

対 象：在学生から２名 

支給額：１人25万円 

備 考：申請のあった者について成績に基づき選考 

 

２ 各種国際フェロー 

対 象：若干名（入学予定者を含む） 

詳細は本大学院ホームページ「短期留学プログラム」を参照 

https://www.hops.hokudai.ac.jp/education/international-fellowship/ 

 

 

※ 奨学金支給額は在学中に改定される場合があります。 
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－ 春季一般選考・春季外国人留学生特別選考 － 

募集要項・願書・出願資格等に関する問い合わせ先

（〒060-0809）札幌市北区北９条西７丁目

北海道大学法学研究科・法学部教務担当（公共政策大学院担当）  電 話 (011)706-3120,3121 

Ｅメール hops@juris.hokudai.ac.jp 




